
 

 

 

専決処分報告 第１号 

 

 

高知県脱炭素社会推進本部設置規程の専決処分報告 

 

 

 高知県脱炭素社会推進本部設置規程について、高知県教育委員会事務専決規程

（平成４年３月高知県教育委員会訓令第１号）第６条第１項の規定に基づき、教

育長において臨時に専決したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

（５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 

 

高知県教育委員会事務専決規程（平成４年高知県教育委員会訓令第１号） 

 第６条 教育長は、第２条に定める事務以外の事務について緊急やむを得ない事情により教育

委員会に付議することができないときは、これを臨時に専決することができる。 
 ２ 教育長は、前項の規定により臨時に専決したときは、次の教育委員会の会議に報告し、

承認を得なければならない。 
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高 知 県 脱 炭 素 社 会 推 進 本 部 設 置 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日  

高 知 県 知 事      濵 田  省 司  

高 知 県 公 営 企 業 局 長  笹 岡   浩  

高 知 県 教 育 長     長 岡  幹 泰  

高 知 県 脱 炭 素 社 会 推 進 本 部 設 置 規 程  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  2 0 5 0年 の カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 実 現 を 目 指 し て 、 本 県

の 地 球 温 暖 化 対 策 施 策 を 関 係 部 局 の 連 携 の も と で 推 進 す る た

め 、 高 知 県 脱 炭 素 社 会 推 進 本 部 （ 以 下 「 推 進 本 部 」 と い う 。 ）

を 設 置 す る 。  

（ 構 成 ）  

第 ２ 条  推 進 本 部 の 構 成 員 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(１ ) 本 部 長  

(２ ) 副 本 部 長  

(３ ) 本 部 次 長  

(４ ) 本 部 員  

２  本 部 長 は 、 知 事 を も っ て 充 て る 。  

３  副 本 部 長 は 、 副 知 事 を も っ て 充 て る 。  

４  本 部 次 長 は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 長 を も っ て 充 て る 。  

５  本 部 員 は 、 別 表 第 １ に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。 た

だ し 、 本 部 長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 他 の 理 事 又 は 部 局

長 を 本 部 員 と す る こ と が で き る 。  

（ 職 務 ）  

第 ３ 条  本 部 長 は 、 推 進 本 部 を 代 表 し 、 そ の 事 務 を 統 括 す る 。  

２  副 本 部 長 は 、 本 部 長 を 補 佐 し 、 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

３  本 部 次 長 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 推 進 本 部 の 連 絡 調 整 に 関 す

る 事 務 そ の 他 特 命 に 係 る 事 務 を 処 理 す る 。  

４  本 部 員 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 そ れ ぞ れ の 職 務 に 応 じ て 推 進

別  紙  
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本 部 の 事 務 に 参 画 す る も の と す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ４ 条  推 進 本 部 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

(１ ) 高 知 県 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 、 高 知 県 新 エ ネ ル ギ ー ビ

ジ ョ ン 及 び 高 知 県 脱 炭 素 社 会 推 進 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 推 進 に

関 す る こ と 。  

(２ ) 地 球 温 暖 化 対 策 施 策 の 検 討 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 地 球 温 暖 化 対 策 施 策 に 関 連

す る 重 要 事 項 に 関 す る こ と 。  

（ 幹 事 会 ）  

第 ５ 条  推 進 本 部 の 活 動 を 補 佐 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ 、 各 部

局 が 行 う 事 業 を 調 整 す る た め 、 推 進 本 部 の 下 に 幹 事 会 を 設 置 す

る 。  

２  幹 事 会 は 、 幹 事 長 及 び 幹 事 を も っ て 構 成 す る 。  

３  幹 事 長 は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 長 を も っ て 充 て る 。  

４  幹 事 は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

（ 学 識 経 験 者 等 の 参 画 ）  

第 ６ 条  本 部 長 は 、 必 要 に 応 じ 、 推 進 本 部 及 び 前 条 第 １ 項 の 幹 事

会 に 学 識 経 験 者 、 地 球 温 暖 化 対 策 関 係 機 関 の 職 員 等 の 参 画 を 求

め る こ と が で き る 。  

（ 事 務 局 ）  

第 ７ 条  推 進 本 部 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 推 進 本 部 に 事 務 局 を 置

く 。  

２  事 務 局 に 事 務 局 長 、 事 務 局 次 長 及 び 事 務 局 職 員 を 置 く 。  

３  事 務 局 長 は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 計 画 推 進 課 長 を も っ て 充

て る 。  

４  事 務 局 次 長 は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 計 画 推 進 課 企 画 監 を

も っ て 充 て る 。  

５  事 務 局 職 員 は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 計 画 推 進 課 の 職 員 を

も っ て 充 て る 。  

（ 雑 則 ）  

第 ８ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 推 進 本 部 の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 本 部 長 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

総 務 部 長  

危 機 管 理 部 長  

健 康 政 策 部 長  

子 ど も ・ 福 祉 政 策 部 長  

文 化 生 活 ス ポ ー ツ 部 長  

産 業 振 興 推 進 部 長  

中 山 間 振 興 ・ 交 通 部 長  

商 工 労 働 部 長  

観 光 振 興 部 長  

農 業 振 興 部 長  

水 産 振 興 部 長  

土 木 部 長  

会 計 管 理 局 長  

公 営 企 業 局 長  

教 育 長  
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別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

総 務 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

危 機 管 理 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

健 康 政 策 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

子 ど も ・ 福 祉 政 策 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

文 化 生 活 ス ポ ー ツ 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

産 業 振 興 推 進 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

中 山 間 振 興 ・ 交 通 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

商 工 労 働 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

観 光 振 興 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

農 業 振 興 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

林 業 振 興 ・ 環 境 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

水 産 振 興 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

土 木 部 副 部 長 （ 総 括 ）  

会 計 管 理 局 次 長  

公 営 企 業 局 次 長 （ 総 括 ）  

教 育 次 長 （ 総 括 ）  
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訓  令  

高 知 県 公 営 企 業 局 訓 令  

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令  

◎ 高 知 県 脱 炭 素 社 会 推 進 本 部 設 置 規 程  
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